
１．施設概要

(1)施　設　名 福岡市立南市民センター、福岡市塩原音楽・演劇練習場

(2)所　在　地 福岡市南区塩原２丁目８番２号

(3)施設内容 延床面積６,５８１㎡（鉄筋コンクリート造（一部S造 ） 地上４階 地下１階建て）

ホール（７８８席）、第１・２・３・４・５会議室、和室、研修室、

第１・２実習室、視聴覚室、託児室、大練習室、中練習室、小練習室１～４

(5)施設の役割

２．指定管理者

(1)指定管理者 みなみ地域振興グループ

　代表企業　　太平ビルサービス株式会社

　構成員　　　一般社団法人　九州地域舞台芸術振興会　の共同事業体

(2)指定期間 

３．評価方法について

指定管理者から提出された令和４年度事業報告書、自己評価シート及び収支決算書等を確認し、指定管理者へ

ヒアリングを実施したのち、評価委員会にて評価を行った。
※評価のポイント

④利用者に対するサービスの質の確保及び向上の方策

４．総合評価及び所見

５　目標や計画より特に優れた成果を挙げている。　　４　目標や計画より優れて達成できている

３　目標や計画どおり達成した（基準点）　　２　達成できていない面がある　　１　達成できていない

3

⑧維持管理

(1)総合評価

評価対象期間：令和４年８月１日～令和５年３月３１日

令和４年８月１日～令和９年３月３１日

昭和５３年７月２２日（令和４年８月２７日改修・増築）

評　　価　　項　　目

実施体制

②人員体制
④法令等遵守
⑥管理記録
⑧危機管理・安全対策

③利用状況

管理経費

②効果的な集客対策

①管理経費
③予算執行

②経理事務
④経費縮減

①本部と現地の管理体制
③業務委託
⑤個人情報の保護
⑦市・関係機関・団体等との連絡調整

⑤苦情等対応
⑦音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及び奨励

(2)所　　　見

⑥地域や関係団体との連携管理運営

令和４年度　福岡市立南市民センター及び福岡市塩原音楽・演劇練習場の
管理運営に対する評価について

区　　分

(4)開館年月日

○市民センター
市民の教育、文化の振興、社会福祉の増進に寄与するとともに、地域の連帯意識の高揚に資
するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基づき、市民センター
を設置する。（福岡市立市民センター条例より抜粋）
○音楽・演劇練習場
音楽、演劇等の活動の場を提供することにより市民の文化交流を促進し、もって市民文化及
び地域のコミュニティ活動の振興に寄与するため、音楽・演劇練習場を設置する。
（福岡市音楽・演劇練習場条例より抜粋）

〇リニューアルオープン初年度のため、施設や運営について課題が多々あったなかでは、
   特筆すべき事項はなく概ね管理運営ができていることは評価できる。

〇音楽・演劇練習場や子どもプラザなどと複合化した施設となり、窓口対応に混乱が生
   じていたが、少しずつ解消してきている。今後ともよりよい施設管理運営ができるよう
   利用者の意見や要望を受け止め、市民サービスの向上や管理運営に生かしていただきた
   い。

〇区や地域、近隣大学等との連携について、さらなる広がりを期待したい。

①施設の運営に係る考え方及び運営計画

⑨環境への配慮
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